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「株主コミュニティに関する規則」の一部改正について 

令 和 ８ 年 ６月 1 6 日 

（ 下 線 部 分 変 更 ） 

新 旧 

（株主コミュニティへの参加手続及び参加

に関する勧誘の禁止） 

（株主コミュニティへの参加手続及び参加

に関する勧誘の禁止） 

第 ９ 条 運営会員は、投資者から株主コ

ミュニティへの参加の申出を受けた場合

を除き、当該投資者に係る当該株主コミ

ュニティへの参加の手続を行ってはなら

ない。

第 ９ 条 （ 同   左 ） 

２ 運営会員は、株主コミュニティへの参

加に関する勧誘を行ってはならない。た

だし、当該勧誘の相手方が次のいずれか

に該当する者であることを確認できた場

合は、この限りでない。 

２ （ 同 左 ） 

１・２ （ 現行どおり ） １・２ （ 省   略 ） 

３ 当該株主コミュニティ銘柄の発行者

の関係会社（金融商品取引法第二条に

規定する定義に関する内閣府令第７条

第２項に規定する関係会社をいう。）の

役員又は従業員 

３ 当該株主コミュニティ銘柄の発行者

の関係会社（金融商品取引法第二条に

規定する定義に関する内閣府令（以

下、「定義府令」という。）第７条第２

項に規定する関係会社をいう。）の役員

又は従業員 

４～７ （ 現行どおり ） ４～７ （ 省 略 ） 

８ 準特定投資家（「特定投資家等に対す

る店頭有価証券の取引に関する規則」

第２条第３号に規定する準特定投資家

をいう。以下同じ。） 

（ 新 設 ） 

３・４ （ 現行どおり ） ３・４ （ 省 略 ） 

（情報の取得） （情報の取得） 

第 13 条 運営会員は、次の各号に定める

ところにより、自社が運営会員となって

いる株主コミュニティに係る株主コミュ

ニティ銘柄の発行者に関する情報を取得

しなければならない。

第 13 条 （ 同 左 ） 

１～３ （ 現行どおり ） １～３ （ 省   略 ） 

２ 運営会員は、前項第３号の規定にかか

わらず、一般投資家（金商法第 29 条の４

の４第８項第１号イに規定する一般投資

家をいう。）以外の者及び準特定投資家の

みを対象とする株主コミュニティ銘柄に

係る株主コミュニティにあっては、同号

ロ、ニ、ホに掲げる情報の取得を要しな

い。

２ 運営会員は、前項第３号の規定にかか

わらず、一般投資家（金商法第 29 条の４

の４第８項第１号イに規定する一般投資

家をいう。）以外の者のみを対象とする株

主コミュニティ銘柄に係る株主コミュニ

ティにあっては、同号ロ、ニ、ホに掲げ

る情報の取得を要しない。
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新 旧 

  

  

（運営会員としての届出及び指定） （運営会員としての届出及び指定） 

第 26 条 運営会員となろうとする会員等

は、株主コミュニティを組成しようとす

る日の 15 営業日前までに、本協会に届け

出なければならない。 

第 26 条 （ 同   左 ） 

２ 前項の会員等は、同項の届出を行うに

際しては、所定の様式による運営会員指

定届出書、前条第２項の規定により作成

する取扱要領、所定の様式による運営会

員に係る宣誓書その他本協会が必要と認

める書類を本協会に提出しなければなら

ない。 

２    （ 同   左 ） 

３ 本協会は、前項の規定により提出され

た書類に不備がないと認め、かつ、運営

会員としての業務を遂行するための体制

が整備されていることを確認した場合

は、第１項の届出を行った会員等を運営

会員として指定する。ただし、当該会員

等が法令又は本協会の規則に違反する等

の事由により必要であると認める場合

は、これを指定しないことができる。 

３  本協会は、前項の規定により提出され

た書類に不備がないと認める場合は、第

１項の届出を行った会員等を運営会員と

して指定する。ただし、当該会員等が法

令又は本協会の規則に違反する等の事由

により必要であると認める場合は、これ

を指定しないことができる。 

４    （ 現行どおり ） ４    （ 省   略 ） 

  

付   則  

  

この規則は、令和８年６月 16日から施行

する。 

 

  

 

 


